
察
邑

「
童
幼
胡
根
の
碑
銘
」

!
l
i禁
碑
の
も
た
ら
し
た
も
の

i
i

か
つ
て
京
辞
の
成
立
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
に

河
南
省
南
鶴
市
際
物
館
収
蔵
の
、
い
わ
ゆ
る
「
許
阿
撞
墓
誌
」
に
関

(
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)

 

し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
地
川
阿
楼
慕
…
古
川
」
は
韻
文
で
あ
り
、
し
か
も
五
歳
の
幼
児
を
対

象
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
単
な
る
墓
誌
と
す
る
よ
り

も
、
こ
れ
こ
そ
『
文
章
流
加
論
』
の
提
示
す
る
「
童
猿
・
夫
折
に

施
し
」
た
早
期
の
京
辞
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
後
漢
の

建
寧
三
年
(
一
七

O
〉
こ
ろ
ま
で
に
は
、
四
一
一
一
同
体
の
京
辞
が
成
立

し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

京
辞
の
成
立
時
期
を
後
漢
の
末
期
に
想
定
す
る
こ
と
に
関
し
て

は
、
訂
正
の
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
際
に
は
触
れ
な
か

っ
た
こ
と
だ
が
、
顧
炎
武
『
日
知
録
』
巻
十
九
、
作
文
潤
筆
の
条
に

は
、
次
の
よ
う
な
発
一
一
一
一
向
が
あ
る
。

と
哀
辞

子麦

E泰

秋

正

議
佑
噌
集
中
、
潟
時
貴
碑
談
之
作
甚
多
、
如
胡
康
保
寒
各
三

碑
、
橋
元
(
玄
)
楊
賜
胡
碩
各
二
碑
、
至
於
裳
瀬
来
年
十
五
、
拐

根
年
七
歳
、
皆
潟
之
作
碑
、
出
非
利
其
潤
筆
、
不
至
矯
比
、
史
惇

以
其
名
重
、
路
一
市
不
一
士
一
回
耳
:
・
:
・
。

茶
直
一
(
一
一
二
三
J
一
九
二
)
が
執
筆
料
を
稼
ぐ
た
め
に
碑
-
諌
の
文

(
2〉

を
大
量
に
制
作
し
た
と
い
う
彼
の
非
難
の
当
否
は
寵
く
と
し
て
、
こ

こ
で
改
め
て
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
後
漢
の
末
期
に
察
話
、
が
七

歳
の
幼
児
の
た
め
に
「
童
幼
胡
根
の
碑
銘
」
を
撰
し
た
と
い
う
事
実

で
、
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
こ
の
碑
文
に
つ
い
て
検
討
し
、
禁
碑
の
影
響
を

考
慮
し
つ
つ
、
哀
辞
の
成
立
と
の
関
連
を
考
察
し
た
い
。

( 1 ) 

こ
こ
で
「
童
幼
胡
根
の
碑
銘
」
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
、

い
わ
ゆ
る
序
文
に
相
当
す
る
部
分
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

ま
ず
、



故
棟
留
太
守
胡
子
日
根
、
字
仲
原
、
生
有
嘉
表
、
幼
而
克

才
、
角
犀
mm
品
盈
、
光
潟
玉
顔
、
璃
明
敏
恵
、
好
関
早
一
議
、
言
語
所

及
、
智
思
所
生
、
雌
成
人
之
徳
、
無
以
加
鷲
、
薬
命
不
長
、
夙
擢

凶
災
、
年
七
歳
、
建
寧
二
年
、
選
疾
夫
逝
、
慈
母
悼
痛
、
昆
妨
孔

懐
、
感
綴
桝
之
親
愛
、
憐
閣
誠
之
需
離
、
乃
擁
宜
就
封
二
組
墓

側
、
親
麗
李
陶
等
、
相
興
追
慕
先
君
、
悲
悼
遺
腕
、
樹
碑
刊
齢
、

以
慰
亥
忠
、
鮮
問
、

故
の
陳
留
太
守
胡
君
の
子
を
根
と
臼
ふ
、
字
は
仲
原
、
生
ま
れ

な
が
ら
に
し
て
嘉
表
有
り
、
幼
く
し
て
克
才
あ
り
、
角
犀
・
畳
盈

に
し
て
、
光
潤
な
る
玉
顔
あ
り
、
聡
明
・
敏
恵
に
し
て
、
間
ふ
を

好
み
で
は
早
に
識
る
、
母
国
訪
の
及
ぶ
所
、
智
思
の
生
ず
る
所
、
成

人
の
徳
と
雌
も
、
以
て
加
ふ
る
無
し
、
命
を
菓
く
る
こ
と
長
か
ら

ず
、
夙
に
凶
災
に
確
り
、
年
七
歳
、
建
寧
二
年
、
疾
に
遭
ひ
て
夫

逝
す
、
慈
母
は
悼
捕
し
、
昆
妨
は
孔
く
懐
ふ
、
協
株
よ
り
の
親
愛

に
感
じ
、
開
城
よ
り
訴
離
す
る
を
憐
れ
み
、
乃
ち
権
主
に
こ
視
の

議
側
に
就
封
す
、
親
属
の
卒
陶
等
、
相
ひ
与
に
先
君
を
追
慕
し
、

迭
問
を
悲
悼
し
て
、
碑
を
樹
て
て
辞
を
刊
み
、
以
て
友
患
を
慰
め

ん
と
す
、
辞
に
臼
く
、

「
隙
龍
太
山
寸
前
君
」
は
胡
傾
ハ
一
二
八
J
一
六
八
〉
、
宇
は
季
叡
の

こ
と
で
あ
り
、
抜
が
似
品
は
彼
の
た
め
に
「
陳
留
太
守
胡
公
の
碑
」
二
篇

を
撰
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
胡
碩
は
、
務
部
品
が
若
く
し
て
師
事

し
、
多
大
な
影
響
を
受
け
た
拐
広
(
九
一
;
一
七
二
)
の
五
男
中
の

末
子
で
あ
っ
て
、
建
寧
元
年
三
六
八
)
七
月
、
探
留
太
守
に
任
命

ハ
4
)

は
さ
れ
た
が
病
気
の
た
め
に
辞
退
し
、
つ
い
で
死
亡
し
て
い
る
。
ま

た
拐
碩
の
死
亡
し
た
場
所
と
埋
葬
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
は
、
同
じ

く
茶
謡
が
、
建
寧
二
年
に
亡
く
な
っ
た
、
拐
碩
の
祖
父
で
あ
る
拐
貢

の
夫
人
黄
氏
(
列
競
)
の
た
め
に
撰
し
た
「
漢
の
交
肱
都
尉
拐
府
君

夫
人
寅
氏
の
神
話
」
に
、
次
の
よ
う
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。

・
(
列
議
)
建
寧
二
年
、
嘉
手
太
侍
府
、
是
月
辛
卯
、
公
之

季
子
陳
留
太
守
碩
、
卒
子
治
傷
左
池
型
合
、
:
:
:
十
月
銃
望
、
専

翼
自
己
卯
、
葬
我
夫
人
資
氏
及
陳
留
太
守
碩
子
此
高
原
、
錐
陽
東

界
、
関
亭
之
阿
。

胡
磁
の
没
年
を
、
先
述
の
「
陳
留
太
守
胡
公
の
碑
」
は
、

:
:
建
寧
元
年
、
:
:
:
奄
忽
高
卒
、
時
年
四
十
一
。

と
記
し
て
お
り
、
「
夫
人
賞
氏
の
神
話
」
が
建
寧
二
年
と
記
す
の
と

は
矛
盾
す
る
が
、
本
人
を
対
象
と
し
た
碑
文
を
原
拠
と
し
て
建
寧
元

年
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
胡
碩
は
胡
根
の
死
以
前

に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
建
寧
一
一
一
年
(
一
七

O
)
に

亡
く
な
っ
た
胡
広
の
夫
人
寧
民
(
顕
章
、
胡
碩
の
母
)
の
た
め
に
茶

話
が
撰
し
た
「
太
碑
安
楽
郷
侯
胡
公
夫
人
の
霊
表
」
で
は
、
次
の
よ

う
に
胡
碩
の
兄
弟
と
、
そ
の
援
任
し
た
官
職
を
詳
述
し
て
い
る
。

:
:
夫
人
生
五
男
、
長
田
整
伯
湾
、
次
回
千
億
叔
棒
、
次
回
寧

( 2 ) 



稗
威
、
次
回
磁
季
叡
、
伯
仲
各
未
加
冠
、
選
属
筑
間
時
夫
折
、
:
・

:
季
以
高
弟
潟
侍
御
史
・
練
議
大
夫
・
侍
中
・
虎
賀
中
郎
絡
・
際

mm太
守
、
皆
早
邸
世
。

ち
な
み
に
胡
広
の
袈
と
子
に
つ
い
て
の
記
載
は
、
『
後
漢
審
』
に

は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

さ
て
序
文
に
戻
ろ
う
。
「
嘉
表
」
は
、
「
陳
留
太
守
初
公
の
砕
い

〈
其
一
〉
に
も
「
幼
有
嘉
表
」
と
い
う
接
競
が
あ
り
、
「
角
犀
・
山
…
品
盈
」

の
匂
は
、
擦
問
也
の
「
司
徒
実
公
夫
人
馬
氏
の
碑
銘
」
に
も
、
「
角
庫

銀
山
部
、
質
有
偉
表
」
と
あ
る
。
「
聡
明
敏
恵
」
以
下
の
句
に
つ
い
て

は
、
同
じ
く
「
実
満
呆
の
碑
銘
」
に
、
「
聴
遠
通
敏
」
「
間
一
及
一
一
一
」

「
孝
智
所
生
」
「
雌
冠
幣
之
中
士
、
校
材
考
行
、
無
以
加
荒
い
と
い
っ

た
、
同
一
内
容
を
視
点
を
変
え
て
表
現
す
る
句
が
あ
る
。
た
だ
し
成

人
も
及
ば
な
い
総
朗
さ
だ
っ
た
と
は
一
言
う
も
の
の
、
胡
根
の
日
背
生

活
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
描
写
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
前
根
天
折
後

の
「
慈
母
」
の
悲
し
み
の
み
を
言
う
の
は
、
父
が
既
に
死
亡
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
「
見
妨
」
は
兄
と
婦
だ
が
、
姉
に
つ
い
て
は
不
明
。

兄
に
つ
い
て
は
先
に
引
い
た
「
夫
人
質
氏
の
神
話
」
に
、
拐
顎
の
死

の
直
後
の
こ
と
と
し
て
、

:
:
:
公
ハ
胡
践
〉
街
哀
悼
、
抵
憐
其
廃
、
選
遺
一
意
、
不
敢
失

墜
、
乃
伴
一
元
孫
験
、
務
度
翠
儒
、
以
考
其
表
。

と
あ
る
。
こ
の
「
元
孫
顕
」
、
つ
ま
り
孫
の
最
年
長
者
で
あ
る
胡
顕

が
拐
根
の
兄
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
二
祖
」
は
、
父
の
胡
一
碩
と
交
艇

部
尉
で
あ
っ
た
曾
祖
父
の
胡
煮
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
祖
父
の
拐
広

は
存
命
中
だ
か
ら
で
あ
る
。
父
の
墓
所
が
洛
陽
東
郊
に
あ
っ
た
こ
と

は
、
す
で
に
「
夫
人
質
氏
の
神
話
」
に
見
え
て
い
た
。

こ
こ
ま
で
拐
根
の
周
辺
の
人
物
に
つ
い
て
・
綾
々
述
べ
て
き
た
の

(

5

)

 

は
、
た
と
え
い
わ
ゆ
る
「
誤
菜
の
辞
」
で
あ
ろ
う
と
も
、
正
史
か
ら

は
窺
え
な
い
多
く
の
事
実
が
浮
か
ぶ
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。さ

て
、
胡
根
が
建
寧
二
年
に
亡
く
な
っ
た
時
に
は
、
わ
ず
か
七
歳

で
あ
っ
た
。
い
っ
た
い
察
富
一
の
碑
文
撰
述
の
対
象
と
な
っ
た
人
々
は

何
歳
で
死
亡
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
概
観
し
て
お
こ

う
(
碑
名
、
没
年
、
年
齢
の
肢
に
一
部
す
。
年
齢
不
詳
の
者
は
除
く
〉
。

玄
文
先
生
李
子
材
銘
(
李
休
〉
永
芳
二
年
ハ
一
五
六
〉
五
十
歳

汝
南
周
巨
勝
碑
ハ
間
都
)
延
莱
二
年
(
一
五
九
)
五
十
歳

壊
前
石
碑
(
朱
穆
)
延
一
角
川
六
年
(
一
六
三
〉
六
十
四
歳

太
尉
楊
公
碑
〈
楊
乗
)
延
烹
八
年
(
一
六
五
)
七
十
四
歳

現
邪
王
痔
茶
君
碑
(
茶
朗
)
永
輿
六
年
〔
一
元
0
・
〕
(
一
六
七
?
)

五
十
八
蔵

陳
留
太
守
胡
公
碑
ハ
胡
頚
)
建
寧
元
年
三
六
八
)
四
十
一
歳

郭
有
道
林
京
碑
(
郭
泰
)
建
寧
二
年
(
一
六
九
)
四
十
二
歳

交
陛
都
尉
拐
府
君
夫
人
賞
氏
神
話
(
黄
列
議
〉
建
寧
二
年
(
一
六

く3) 



九
〉
九
十
一
歳

処
士
関
叔
烈
碑
(
闘
車
〈
)
建
寧
二
年
三
六
九
)
七
十
五
歳

太
停
安
楽
郷
侯
胡
公
夫
人
府
議
表
(
章
旗
意
)
建
寧
三
年
(
一
七

O
)

七
十
七
歳

太
侍
安
楽
郷
文
一
恭
侯
胡
公
碑
ハ
前
広
〉
建
寧
五
年
〈
一
七
二
)
八

十
二
歳

彰
誠
萎
伯
惟
碑
(
委
肱
)
一
件
小
平
二
年
ハ
一
七
一
ニ
)
七
十
七
歳

太
尉
汝
南
李
公
碑
〈
李
成
)
来
一
千
四
年
(
一
七
五
)
七
十
六
歳

故
太
尉
橋
公
蹴
碑
(
橋
玄
〉
光
和
七
年
〈
一
八
四
〉
七
十
五
歳

司
徒
実
公
夫
人
馬
氏
碑
銘
光
和
七
年
〈
一
八
四
)
七
十
六
歳

貞
節
先
生
保
留
沼
史
盤
以
碑
(
箔
丹
)
中
平
二
年
(
一
八
五
〉
七
十

四
歳

文
範
先
生
隙
仲
弓
銘
(
隙
寒
)
中
平
三
年
〈
一
八
六
)
八
十
一
一
一
歳

茨

満

釆

稗

銘

?

十

五

歳

談
郎
胡
公
夫
人
友
賛
〈
趨
永
婆
〉
中
平
四
年
(
一
八
七
〉
五
十
八

歳
煩
を
い
と
わ
ず
挙
げ
て
み
た
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
胡

恨
の
七
歳
、
実
満
米
の
十
五
歳
と
い
う
死
亡
年
齢
は
他
の
人
物
と
比

較
し
て
格
段
に
若
く
、
碑
文
が
本
来
成
人
を
対
象
と
し
て
撰
せ
ら
れ

る
の
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
確
か
に
茶
醤
撰
以
外
の
碑
文
に
も
エ
〈

逝
者
の
記
述
が
表
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
例
え
ば
撰
者
不
詳
の
、

元
年
に
近
い
時
期
に
撰
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
つ
漢
の
郎
中
鄭
屈

ハ
6
)

の
碑
」
の
序
文
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

:
:
:
先
走
、
君
大
男
孟
子
、
有
楊
烏
之
才
、
善
性
形
於
蚊
媛
、

口
口
見
於
霊
量
、
年
七
歳
市
夫
、
大
君
夫
人
、
所
共
一
友
也
、
故
建

口
〔
防
?
〕
共
境
、
記
食
斯
壊
、
以
慰
考
批
之
心
。

一
建
防
共
境
」
は
、
七
歳
で
死
ん
だ
孟
子
を
父
の
墓
に
合
葬
し
た

こ
と
を
言
う
。
こ
れ
に
対
応
し
て
本
文
に
も
、
「
瑳
瑳
孟
子
、
富
市

弗
続
」
の
句
が
あ
る
。
こ
の
匂
は
、
豆
制
訪
問
』
子
四
千
倍
加
の
「
苗
市
不

秀
者
有
突
犬
、
秀
市
不
賞
者
失
夫
。
」
を
踏
ま
え
て
、
孟
子
の
天
逝

を
悼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
碑
文
に
対
し
て
銭
大
折
内
潜
研
堂
金

石
文
政
尾
』
巻
一
一
は
次
の
よ
う
に
一
一
一
一
向
う
。

喪
服
停
、
不
満
八
歳
以
下
、
魚
無
限
之
湯
、
鄭
君
長
男
孟
子
七

歳
市
夫
、
乃
建
墳
興
関
配
食
、
此
麓
之
遁
而
失
其
中
者
。

『
儀
礼
』
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
成
人
に
達
し
て
い
な
い
子
に
対
し

て
喪
に
服
す
る
時
に
は
、
死
亡
し
た
年
齢
に
応
じ
て
簡
略
化
す
る
こ

〈

7
〉

と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
銭
大
析
は
、
孟
子
を
父
の
鄭
固
と
と
も
に

埋
葬
し
て
配
食
す
る
こ
と
は
、
吋
儀
礼
』
の
精
神
か
ら
逸
脱
す
る
も

の
だ
と
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
孟
子
の
厚
葬
に
対
す
る

発
言
で
は
あ
る
が
、
t
J

〈
逝
者
が
碑
文
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
自

体
が
稀
で
あ
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ζ

の

点
か
ら
考
え
て
も
、
の
「
音
一
幼
胡
根
の
碑
銘
」
が
最
初
か
ら
下

( 4 ) 



揚
に
す
ら
満
た
な
い
者
を
対
象
と
し
て
い
る
の
は
特
筆
に
備
す
る
。

次
に

2
M一
幼
胡
根
の
碑
銘
」
の
銘
に
相
当
す
る
部
分
を
見
て
み
よ

。
λ
ノ

於

惟

仲

原

、

有

令

儀

、

市

熱

如

壁

、

mm之
之

性
、
問
問
機
倶
生
、
部
品
一
一
向
斯
一
減
、
般
物
知
名
、
体
者
太
勤
、
受
諦
則

成
、
柔
和
朋
美
、
取
(
人
擁
字
、
窓
不
怨
封
、
寄
不
精
盈
、
常
受
永

稿
、
倍
加
光
掛
川
柴
、
如
何
英
夫
、
持
此
短
齢
、
惜
繁
華
之
方
陣
今
、

怒
巌
一
箱
而
凋
索
、
怪
童
晴
之
犬
逝
今
、
傷
慈
母
之
肝
情
、
従
市
議
租

乎
盤
兆
今
、
時
川
紳
腕
之
新
等
、
京
惨
成
以
流
悌
今
、
念
汚
〔
好
?
〕

斡
之
不
停
、
願
、
氷
懐
午
J

不
朽
今
、
乃
託
静
子
斯
銘
。

あ
お於

惟
れ
仲
原
、
応
気
の
淑
霊
あ
り
、
突
に
令
儀
有
り
て
、
気

は
撃
の
如
し
、
間
之
の
性
、
体
と
倶
に
生
、
ず
、
一
一
一
一
回
を
聞
き
て
は
斯

ち
識
り
、
物
を
樹
て
は
名
を
知
る
、
伝
ふ
る
者
に
は
太
だ
勤
め
、

静
へ
を
受
け
て
は
則
ち
成
る
、
柔
和
・
照
美
に
し
て
、
人
と
争
ふ

騨
し
、
怒
る
も
怨
恕
せ
ず
、
喜
ぶ
も
綴
盈
な
ら
ず
、
当
に
永
一
揺
を

受
け
て
、
光
を
為
し
栄
を
為
す
べ
き
に
、
如
何
ぞ
美
天
、
此
の
短

か
が
?

齢
を
降
す
、
繁
華
の
方
に
際
か
ん
と
す
る
を
惜
み
、
厳
霜
に
崎
一
容

う

ら

あ

あ

す
る
を
部
一
一
む
、
控
室
痛
の
夫
逝
す
る
や
、
慈
母
の
肝
情
を
傷
ま

し
む
、
皇
祖
に
霊
兆
に
従
は
し
め
、
神
城
の
斯
れ
寧
ら
か
な
ら
ん

こ
と
を
庶
ふ
、
哀
し
み
は
鯵
威
し
て
以
て
流
悌
し
、
人
中
山
ひ
は
は
制
斡

お
も

し
て
停
ま
ら
ず
、
永
懐
を
不
朽
に
顧
ひ
、
乃
ち
辞
を
斯
の
銘
に
託

す。こ
の
ご
十
八
勾
か
ら
な
る
銘
は
、
先
に
見
た
序
文
を
数
桁
し
、
前

根
が
幼
児
で
あ
り
な
が
ら
た
ぐ
い
ま
れ
な
英
知
と
温
和
な
人
格
を
有

し
て
い
た
こ
と
を
一
賛
美
し
て
、
全
面
的
な
開
花
の
前
に
死
を
迎
え
た

こ
と
を
哀
悼
し
て
い
る
。
「
淑
設
」
は
「
郭
有
道
林
宗
碑
」
に
も
、

「
純
諮
一
淑
議
」
と
あ
る
。
以
下
、
「
間
一
言
斯
識
、
観
物
知
名
」
の
勾

は
、
「
諜
満
来
の
碑
銘
」
に
「
、
趨
自
能
一
誠
」
と
、
発
想
を
同
じ
く
す

る
勾
が
あ
る
。
「
悲
不
怨
恕
」
の
句
は
、
「
実
満
来
の
碑
銘
」
に
は

「
和
市
無
念
」
と
あ
り
、
「
車
問
不
鯖
盈
」
の
句
は
、
同
じ
く
「
実
満
来

の
碑
銘
」
に
は
「
版
而
不
時
制
」
と
あ
る
。
「
如
何
回
天
天
」
の
匂
は
、

『
詩
経
』
小
雅
、
雨
無
正
に
全
く
同
じ
句
が
あ
る
が
、
次
勾
と
の
関

連
で
見
れ
ば
、
小
雄
、
節
南
山
の
「
芙
天
不
恵
、
降
比
大
戻
」
な
ど

を
踏
ま
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
陳
留
太
守
初
公
の
碑
」
〈
其
二
〉
に
も

「
笑
天
不
弔
、
景
命
類
整
一
」
と
あ
る
。
「
惜
繁
華
之
方
醸
今
」
以
下
の

二
句
は
、
間
じ
く
「
案
満
来
の
碑
銘
」
に
は
「
鴻
碩
華
英
」
と
あ

る
。
察
醤
は
こ
の
よ
う
に
向
一
の
内
容
を
記
す
場
合
に
も
、
微
妙
に

表
現
を
変
化
さ
せ
て
い
る
む
「
汚
」
は
「
'
好
L

の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

ま
た
「
停
」
を
四
部
備
安
本
は
「
呈
」
に
作
る
が
、
百
三
家
集
本
に

従
っ
た
。

く5) 

さ
て
、
『
文
章
流
別
論
』
(
『
太
平
御
覧
』
巻
五
九

O
〉
は
察
官
臼
の

「
太
尉
楊
公
の
碑
」
に
つ
い
て
、
そ
の
典
雅
な
美
を
、
「
:
:
:
茶
醤
鴛



楊
公
作
碑
、
其
文
胤
ハ
正
、
末
世
之
美
者
也
。
」
と
称
賛
し
、
ま
た
、

明
文
心
雌
龍
』
謀
碑
篇
は
、
茶
話
の
碑
文
を
次
の
よ
う
に
絶
賛
す
る
む

・
自
後
漢
以
来
、
碑
協
雲
起
、
才
鋒
所
断
、
英
高
察
語
、
:

:
其
紋
事
也
一
核
市
一
袋
、
其
鱗
采
也
雄
市
棒
、
清
認
轄
布
不
窮
、
巧

毅
出
荷
卓
立
、
察
其
魚
才
、
自
然
荷
査
会
。

た
だ
し
『
文
心
離
龍
』
の
指
摘
に
し
て
も
、
具
体
例
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
の
は
、
際
案
、
郭
泰
(
太
)
、
周
艇
、
胡
広
と
い
っ
た
人
物

に
対
す
る
碑
文
で
あ
っ
て
、
「
笈
幼
胡
根
の
碑
銘
」
は
一
評
価
の
対
象

に
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
字
数
こ
そ
少
な
い
も
の
の
、
辺
凶
作
初

胡
根
の
碑
銘
」
は
そ
れ
ら
と
比
較
し
て
、
決
し
て
遜
色
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
多
く
の
論
者
が
言
及
す
る
よ
う
に
、
吋
後
漢
敢
闘
』
郭
太
伝
に

は
茶
説
自
身
が
鹿
櫛
に
諮
っ
た
、
「
吾
魚
碑
銘
多
突
、
皆
有
慰
徳
、

唯
郭
有
道
無
Mm色
耳
。
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
発
一
一
一
一
向

は
徳
に
恥
じ
る
碑
銘
が
多
か
っ
た
こ
と
を
一
一
一
応
う
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
謙
遜
の
う
ち
に

J

自
負
を
こ
め
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

の
点
に
関
連
し
て
、
指
井
佳
夫
弓
碑
』
の
文
体
に
つ
い
て

i
l茶

〈
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〉

溢
の
作
品
を
中
心
に

i
l」
は
、

茶
哨
品
の
碑
文
に
現
れ
る
人
物
像
を
通
覧
し
て
み
て
、
ま
ず
第
一

に
ん
一
九
が
つ
く
こ
と
は
、
碑
文
を
捧
げ
ら
れ
る
人
物
は
生
身
の
姿
で

拙
か
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
多
く
定
形
化
さ
れ
た
姿
で
登
場
す
る

こ
と
で
あ
る
。
:
:
:
つ
ま
り
、
そ
こ
に
拙
か
れ
た
人
物
橡
は
、

教
的
規
範
に
の
っ
と
っ
た
当
時
の
理
想
的
人
物
像
で
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
。
:
・
・
:
恐
ら
く
茶
醤
は
自
分
の
帯
一
一
日
く
碑
文
が
過
褒
で
あ
る

こ
と
は
充
分
に
承
知
し
た
う
え
で
、
わ
り
き
っ
て
書
い
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
指
摘
が
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
は
考
慮
に
入
れ
て
お
い
た
ほ
う
が
よ

ハ
9
)

か
ろ
う
。
例
え
ば
劉
師
培
の
『
左
庵
文
論
』
が
、
先
に
引
い
た
『
文

心
離
龍
』
諒
碑
第
の
「
清
詞
轄
荷
不
窮
」
の
句
に
つ
い
て
、
「
凡
碑

銘
及
有
韻
之
文
、
句
宜
典
重
、
百
周
筆
宣
清
。
」
と
指
摘
す
る
よ
う

に
、
碑
銘
の
文
章
は
典
雅
で
荘
重
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
求
め
ら
れ
た

の
で
あ
り
、
も
と
も
と
生
身
の
人
物
像
が
拙
か
れ
る
余
地
は
な
い
こ

と
、
ま
た
、
定
型
化
と
い
う
点
に
関
し
て
も
、
茶
選
が
す
べ
て
の
人

物
を
同
様
の
筆
致
で
描
写
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
明
左

庵
文
論
』
が
さ
ら
に
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
茶
謡
の
碑
文

を
具
体
的
に
分
析
し
て
み
せ
る
の
は
強
い
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
。

綜
観
偽
噌
之
碑
文
、
有
金
紋
事
究
者
、
如
胡
康
碑
、
有
就
大
節

立
言
者
、
如
芯
丹
碑
、
有
絞
古
入
之
事
者
、
如
王
子
喬
碑
、
有
紋

向
議
経
謀
、
設
事
擬
向
者
文
調
者
、
如
楊
賜
碑
、
千
獲
高
化
、
唐

山
山
不
窮
。
有
重
複
之
字
旬
、
商
無
重
覆
之
一
音
調
、
無
重
複
之
筆
法
、

淘
非
蛍
持
及
後
世
所
能
企
及
也
。

( 6 ) 



以
下
、
「
堂
幼
胡
根
の
碑
銘
」
の
、
文
体
史
上
に
占
め
る
位
置
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

先
述
し
た
よ
う
に
「
許
何
開
催
基
一
世
止
と
同
様
、
辺
丹
羽
胡
根
の
碑

銘
」
は
幼
児
の
死
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
ご
く
初
期
の
作
品
で
あ

っ
た
。
後
漢
期
に
は
例
外
的
に
、
孔
融
ハ
一
五
一
一
一
!
こ

O
八
)
の
「
雑

詩
」
ニ
首
〈
其
一
一
〉
(
『
古
文
苑
b

巻
八
〉
の
よ
う
に
、
詩
に
お
い
て

(
刊
〉

幼
児
の
死
が
主
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
し
か
し
碑
文
の
形
式

を
用
い
て
幼
児
の
死
を
後
世
に
不
朽
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
は
、

た
と
え
そ
れ
が
要
請
さ
れ
た
主
の
で
あ
っ
て
も
、
現
存
の
資
料
に
徴

す
る
限
り
茶
高
が
最
初
で
あ
る
。
「
当
時
の
文
壊
に
比
類
な
く
輝
か

し
い
文
名
を
馳
せ
た
ば
か
り
か
、
後
批
の
文
学
に
も
大
き
な
影
響
を

与
え
た
中
世
屈
指
の
文
豪
で
あ
」
り
、
「
当
時
に
お
け
る
文
学
の
趨

(

以

〉

勢
を
考
察
す
る
上
で
も
極
め
て
重
要
な
文
宗
で
あ
っ
た
」
茶
醤
が
、

碑
文
に
お
い
て
天
逝
白
者
を
撰
述
の
対
象
と
し
た
こ
と
は
大
き
な
意
義

を
有
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
が
碑
文
の
一
分
野
と
し
て
定
着

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
茶
起
が
没
し
て
十
三
年
後
、
い
わ
ゆ
る
禁

(口〉

碑
が
か
な
り
厳
格
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
禁
碑
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
ま

ず
禁
碑
の
初
め
と
さ
れ
る
曹
操
の
令
(
『
貌
士
山
』
巻
一
、
武
帝
紀
)

(
日
〉

を
見
て
お
こ
う
。

建
安
十
年
春
正
月
、
:
:
:
令
民
不
得
復
私
僚
、
禁
厚
葬
、
皆
一

之
於
法
。

こ
こ
に
は
厚
葬
を
禁
止
し
た
と
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、
『
宋
官
官
』

巻
十
五
、
礼
志
こ
に
お
い
て
は
そ
の
内
容
が
具
体
的
に
見
え
て
い

る。

漠
以
後
、
天
下
途
死
脊
際
、
多
作
石
室
石
一
獣
碑
銘
等
物
、
建
安

十
年
、
税
武
一
帝
以
天
下
彫
弊
、
下
令
不
得
厚
葬
、
叉
禁
立
碑
。

黒
木
書
』
の
詑
述
は
ま
だ
続
く
が
、
こ
こ
で
は
、
曹
操
の
厚
葬
の

禁
止
に
は
禁
碑
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
で

は
実
際
の
と
こ
ろ
曹
操
の
禁
令
は
ど
の
程
度
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

空
白
小
意
向
』
巻
十
六
、
礼
士
応
三
に
は
前
述
の
一
記
述
と
は
別
に
次
の
よ

う
な
記
事
が
あ
る
。

( 7 ) 

至
文
一
帝
黄
初
三
年
、
乃
詔
回
、
先
一
帝
弟
履
節
倹
、
遺
詔
省
約
、

子
以
漣
父
篤
孝
、
医
以
繋
事
潟
忠
、
士
口
不
墓
祭
、
皆
設
於
勝
、
高

凌
上
殿
屋
皆
殺
壊
、
車
馬
遼
既
、
衣
服
寂
府
、
以
従
先
一
帝
倹
徳
之

志
、
及
文
一
帝
自
作
終
制
、
又
日
、
害
時
綾
無
立
寝
殿
、
造
園
口
己
、
白

後
至
今
、
陵
護
途
絶
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
少
く
と
も
為
政
者
の
側
は
一
貫
し
て
厚
葬
を
禁

じ
、
曹
不
一
自
身
も
実
践
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
い
っ



ぼ
う
臣
下
の
側
も
、
曹
槌
〈
一
九
二
;
二
三
二
)
や
後
漢
の
建
安
年

間
か
ら
貌
の
嘉
平
年
間
(
二
四
九

l
二
五
四
)
に
か
け
て
生
き
た
休

並
ら
は
禁
令
に
忠
実
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
曹
植
に
関
し
て
は
、
司
会

稽
央
銀
』
(
吋
北
堂
書
紗
b

巻
一

O
一
一
)
に
次
の
よ
う
な
逸
話
が
残
さ

れ
て
い
る
。

庭
散
、
J

字
文
粛
、
摩
郡
守
、
節
操
高
席
、
貌
曹
植
震
東
阿
玉
、

東
阿
先
有
一
一
一
十
碑
、
銘
多
非
賞
、
植
皆
毅
徐
之
、
以
歌
碑
不
虚
溺

の
碑
の
み
が
例
外
的
な
扱
い
を
受
け
て
保
全
さ
れ
た
の
は
な

ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
虞
散
は
子
の
虞
翻
三
六
回
J
二
三
一
ニ
)
の
生
年

か
ら
考
え
て
、
後
漢
の
桓
帝
・
援
帝
の
時
代
の
人
で
あ
ろ
う
。
虞
翻

は
呉
の
孫
策
と
孫
権
に
仕
え
た
碩
学
で
あ
っ
た
。
本
伝
〈
『
兵
士
山
』

巻
十
二
〉
の
袈
松
之
注
に
引
く
宮
内
誠
一
己
に
は
、
次
の
よ
う
な
話
柄

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
孫
権
が
貌
と
の
講
和
の
の
ち
、
捕
虜
に
な
っ

て
い
た
子
禁
を
文
帝
曹
訟
の
も
と
に
送
還
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

虞
翻
は
こ
れ
に
強
仮
に
反
対
し
た
。
し
か
し
習
志
は
逆
に
そ
の
肢
骨

ぶ
り
を
称
賛
し
て
虚
肢
を
設
け
さ
せ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
か
つ
て
曹
操
が
彼
を
幕
下
に
招
こ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
っ

た
。
前
倒
植
が
東
阿
主
で
あ
っ
た
の
は
腕
帝
の
太
和
三
年
ハ
二
二
九
〉

十
二
月
か
ら
問
中
ハ
年
一
月
ま
で
で
あ
り
、
曹
叡
の
代
に
な
っ
た
と
は

(は〉

い
え
曹
操
と
官
誌
の
禁
令
は
有
効
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
市
山
間
楠
自
身

も
禁
令
に
沿
っ
て
薄
葬
を
違
令
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

虞
散
の
碑
が
曹
植
に
よ
る
破
壊
を
免
れ
た
の
は
、
虞
一
猷
の
文
章
が
事

実
に
基
づ
い
て
い
た
と
い
う
理
由
の
ほ
か
に
、
曹
操
・
曹
亙
と
』
由
民
翻

の
関
係
が
作
用
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

泳
並
は
『
貌
志
』
巻
二
十
三
常
林
伝
の
袈
松
之
注
に
引
く
『
貌

略
』
清
介
伝
に
よ
る
と
、
六
十
数
歳
の
と
き
に
あ
ら
か
じ
め
「
終
制
」

を
作
り
、
子
の
雲
、
犠
ら
に
倹
葬
す
る
よ
う
に
戒
め
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
例
は
休
並
の
前
後
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。
明
帝
の
青
龍
四
年

(
二
一
三
ハ
)
に
亡
く
な
っ
た
徐
宣
も
平
氏
の
衣
服
を
着
せ
て
埋
葬
す

(
日
以
〉

る
よ
う
に
違
令
し
て
い
る
し
、
明
帝
の
景
初
二
年
ハ
二
一
ニ
八
)
に
亡

く
な
っ
た
韓
笠
も
臨
終
に
捺
し
て
土
の
慕
室
に
埋
葬
す
る
こ
と
な
ど

ハ
お
)

を
遺
言
し
て
い
る
。
さ
ら
に
斉
王
芳
の
正
始
五
年
(
二
四
回
)
に
亡

く
な
っ
た
饗
潜
は
倹
葬
を
違
令
し
て
、
慕
中
に
は
台
控
が
一
っ
と
瓦

ハ
ロ
〉

の
明
器
数
枚
が
あ
っ
た
だ
け
だ
と
い
う
し
、
一
%
帝
曹
換
の
初
期
に
亡

く
な
っ
た
主
観
の
場
合
ば
一
鰭
徹
底
し
て
、
甘
拐
に
械
を
入
れ
る
だ
け

(

児

〉

で
明
器
も
設
け
ず
、
土
躍
と
植
樹
も
禁
じ
て
い
る
。
ま
た
、
西
晋
に

入
っ
て
も
王
祥
や
石
葱
の
よ
う
に
遺
令
や
終
制
を
残
し
て
簿
葬
を
命

じ
た
人
物
が
い
る
が
、
詳
例
制
は
省
く
。

こ
の
よ
う
に
克
て
く
る
と
、
本
人
は
清
倹
・
約
棄
を
信
条
と
し
て

い
な
が
ら
そ
の
意
志
と
は
関
わ
り
な
く
、
死
後
に
旧
恩
に
感
じ
た
汝

ハ川口〉

寵
の
人
々
が
碑
銘
を
立
て
た
由
子
ハ
一
七
一

J
二
五
一
一
一
)
の
例
な
ど

( 8 ) 



を
除
い
て
、
多
く
の
場
合
は
禁
令
が
守
ら
れ
て
い
た
と
判
断
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

四

冒
頭
に
引
い
た
拙
稿
で
「
許
阿
観
基
誌
」
の
み
を
拠
り
所
と
し

て
、
「
後
漢
の
建
寧
一
一
一
年
こ
ろ
ま
で
に
は
、
白
書
体
の
京
辞
が
成
立

し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
い
と
述
べ
た
の
は
説
明
不
足
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
補
足
し
て
お
く
な
ら
ば
、
「
出
品
川
初
胡
根
の
碑
銘
ー
一
と
「
許

阿
開
館
纂
誌
」
に
ご
く
近
い
時
期
の
開
様
の
碑
文
の
資
料
と
し
て
は
唯

一
、
「
章
子
逢
盛
の
碑
」
ハ
洪
活
『
隷
釈
』
巻
一

O
、
楊
慎
『
金
石
古

文
』
巻
九
、
『
全
後
漢
文
』
巻
一

O
問
)
が
あ
る
。
こ
れ
は
霊
帝
の

光
和
二
年
(
一
七
九
〉
に
十
二
歳
で
亡
く
な
っ
た
逢
盛
の
た
め
に
、

光
和
四
年
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
序
文
の
一
部
と

ハ
却
)

銘
を
引
い
て
お
こ
う
。
撰
者
に
つ
い
て
も
逢
盛
に
つ
い
て
も
詳
細
は

不
明
だ
が
、
い
ず
れ
も
四
言
旬
、
を
中
心
と
し
、
『
詩
経
』
『
論
語
』
な

ど
を
典
拠
に
用
い
た
格
調
高
い
文
章
に
な
っ
て
い
る
。

章
子
詩
感
、
字
伯
粥
、
:
:
:
五
官
按
之
長
子
也
、
:
:
:
年
十
有

二
、
歳
在
協
給
〔
沿
0
・
〕
、
五
月
乙
己
、
嘘
恰
閣
不
反
、
夫
蹟
矯
晃
、

苗
而
不
秀
、
命
有
悠
怒
、
無
可
奈
何
、
慈
父
悼
傷
、
割
友
関
鰻
、

其
十
二
月
了
富
市
安
措
詩
、
永
潜
黄
櫨
、
波
布
不
存
、
:
;
:
故
共

刊
石
、
絞
述
才
美
、
以
銘
不
朽
、
其
僻
日
、

議
慈
伯
捕
、
天
授
其
姿
、
蚤
克
岐
疑
、
聴
叡
敏
達
、
品
官
師
、
議
選

迩
、
立
競
建
基
、
時
非
一
一
一
代
、
有
〔
符
?
〕
命
無
値
、
人
生
在
世
、

諮
無
金
石
、
身
潜
名
彰
、
額
千
後
葉
、
光
和
四
年
四
月
丁
卯
立
。

章
子
詩
は
接
、
宇
は
伯
弥
、
・
:
:
十
五
官
嫁
の
一
長
子
な
り
、
・
:

・
:
年
十
有
一
一
、
歳
は
協
沿
に
在
り
、
五
月
乙
巴
、
嘘
時
閣
は
反
ら
ず
、

精
晃
を
夫
際
す
、
高
に
し
て
秀
で
ず
、
命
に
悠
短
有
る
は
、
奈
何

す
可
き
無
し
、
慈
父
は
悼
傷
し
、
哀
し
み
を
回
と
鰻
と
に
部
く
、

其
の
十
二
月
了
頭
に
し
て
諾
を
安
措
す
、
永
く
黄
犠
に
潜
み
、
没

し
て
存
せ
ず
、
:
:
:
放
に
共
に
石
に
刊
み
、
才
美
を
叙
述
し
て
、

以
て
不
朽
に
銘
す
、
其
の
辞
に
日
く
、

一
嘉
慈
せ
る
伯
弥
、
天
其
の
姿
を
授
く
、
蚤
に
克
く
蚊
疑
に
し

て
、
聡
叡
・
敏
達
な
り
、
当
に
遂
に
遺
迩
と
し
て
、
号
を
立
て
茶
一

を
建
つ
べ
き
に
、
時
は
三
代
に
非
ず
、
符
命
は
恒
無
し
、
人
生

ま
れ
て
世
に
在
る
も
、
一
一
汗
に
金
石
の
ご
と
き
無
し
、
ム
身
潜
み
て
名

彰
ら
か
な
る
は
、
後
葉
に
顕
ら
か
な
ら
ん
、
光
和
四
年
四
月
了
卯

に
立
つ
。

( 9 ) 

以
上
見
て
き
た
と
お
り
、
碑
や
墓
室
中
の
画
像
石
に
幼
児
の
死
を

京
悼
す
る
文
章
を
刻
む
試
み
が
、
後
漢
の
建
寧
年
間
か
ら
光
和
年
間

に
か
け
て
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
四
十
年
近
く
の
空
白
期
間
を

経
過
し
て
、
幼
児
の
死
を
主
題
と
す
る
、
作
者
の
個
性
の
強
く
に
じ

み
出
た
京
辞
が
新
た
な
る
相
貌
の
も
と
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
そ



ハ
幻
)

れ
は
ま
さ
し
く
禁
碑
の
の
ち
、
曹
植
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
茶
選
の
「
輩
幼
胡
根
の
碑
銘
」
と
撰
者
不
詳
の
「
許
間
開
館
墓

一
一
一
仙
」
つ
設
子
建
盛
の
碑
」
が
、
亥
辞
の
先
縦
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
曹
械
は
長
女
の
死
を
悼
む
「
金
額
亥
辞
」
と
次
女
の
死
を
悼
む

「
行
女
京
辞
i
}

、
宮
苔
の
次
男
の
死
を
悼
む
「
仲
難
亥
辞
」
の
三
僅
加

を
、
建
安
二
十
二
年
〈
一
二
七
)
か
ら
同
二
十
五
年
に
か
け
て
制
作

し
て
い
る
。
曹
槌
は
み
ず
か
ら
碑
文
を
撰
述
し
、
あ
る
い
は
他
者
に

委
嘱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
愛
児
の
死
を
不
朽
た
ら
し
め
る
こ
と
は
で

き
ず
、
そ
の
代
償
と
し
て
友
辞
の
制
作
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。

禁
碑
は
装
中
に
場
設
す
る
墓
誌
を
生
ん
だ
の
み
な
ら
ず
、
京
辞
の

誕
生
に
お
い
て
も
重
大
な
契
機
と
な
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

、正ハ
1
〉
拙
稿
「
京
辞
考
」
〈
「
日
本
中
国
学
会
報
」
四
一
、
一
九
八
九
〉
。

(
2
〉
い
わ
ゆ
る
澗
築
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
、
橋
本
雅
一
「
訣
惑
の
辞
と

間
以
徳
碑
」
(
吋
錯
簡
集
』
二
玄
社
、
一
九
八
八
)
に
言
及
が
あ
り
、
高
橋
明

郎
「
砕
銘
は
ど
う
設
か
れ
た
か
j
欧
陽
備
を
中
心
と
し
た
概
観
j
」
ハ
全

額
棋
文
教
育
学
会
「
新
し
い
漢
文
教
育
」
一

O
、
研
文
社
、
一
九
九

O
)

に
は
宋
代
作
家
を
中
心
と
し
た
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
。

ハ
3
)

以
下
、
残
磁
の
作
品
に
つ
い
て
は
間
部
備
安
本
を
底
本
と
し
、
間
部

法
刊
本
、
謀
説
六
朝
百
一
一
一
名
家
柴
本
な
ど
を
参
照
し
た
。

〈
4
〉
謀
議
の
師
議
関
係
に
つ
い
て
は
、
丹
羽
免
子
「
祭
器
伝
お
ぼ
え
が

き
」
〈
「
名
古
鹿
大
学
文
学
部
研
究
論
集
」
五
六
、
一
九
七
ニ
〉
、
及
び
岡

村
繁
「
察
畠
を
め
ぐ
る
後
漢
末
期
の
文
学
の
趨
勢
」
(
「
日
本
中
国
学
会

報
」
二
入
、
一
九
七
六
)
に
詳
し
い
む

つ
り
〉
前
掲
、
福
本
論
文
、
注

(
2
〉
参
照
。

(

6

)

主
と
し
て
王
夜
『
金
石
悲
編
』
巻
一

O
一
所
載
の
本
文
に
拠
り
、
翁
方

綱
『
両
漢
金
石
記
』
巻
入
、
高
文
『
漢
碑
集
釈
』
〈
河
南
大
学
出
版
社
、

一
九
八
五
)
を
参
照
し
た
む

ハ
7
)

『
儀
礼
』
喪
服
の
該
当
部
分
は
以
下
の
と
お
っ
c

「
俸
回
、
:
:
:
喪

成
人
者
、
英
文
鰐
、
喪
未
成
人
者
、
其
文
不
績
、
:
:
:
其
十
九
至
十
六
篤

長
媛
、
十
五
至
十
二
潟
中
鶴
、
十
一
至
八
歳
魚
下
接
、
不
満
入
歳
以
下
、

皆
鶏
無
服
之
接
、
無
服
之
藤
、
以
日
易
同
月
。
」

ハ
8
〉
「
中
京
大
学
文
学
部
紀
要
」
一
一
一
一
;
二
、
一
九
八
七
。

〈
9
〉
羅
常
培
が
記
録
・
整
理
し
た
も
の
が
西
南
聯
合
大
学
中
文
系
続
「
国

文
月
刊
」
に
載
る
と
い
う
が
未
見
。
法
鉄
『
文
心
離
龍
義
詮
』
(
上
海
古

籍
出
版
社
、
一
九
八
九
〉
所
引
の
本
文
に
拠
る
。
以
下
向
じ
。

(
叩
〉
幼
児
の
死
が
漢
貌
六
朝
期
の
詩
賦
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
詠
じ
ら
れ

て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
漢
競
六
朝
期
に
お
け
る
幼
児
の
死
を
悼

む
詩
に
つ
い
て
」
(
「
語
学
文
学
」
一
ニ

O
、
北
海
道
教
育
大
学
語
学
文
学
会
、

一
九
九
二
可
及
び
拙
稿
「
幼
児
を
哀
悼
す
る
賦
に
つ
い
て

i
j競
晋
甫

北
朝
賦
史
の
一
断
面
p
i
l
l
L
Q北
海
道
教
育
大
学
紀
要
二

i

A
、
一
九

九
四
、
予
定
〉
参
照
。

〈
江
〉
前
掲
、
岡
村
論
文
、
在
(
4
〉
参
照
。

〈
は
〉
禁
碑
に
つ
い
て
は
判
中
間
碑
帖
ガ
イ
ド
』
〈
栗
林
俊
行
訳
、
二
玄
社
、

一
九
八
八
〉
の
此
ほ
か
、
特
注
梅
本
雅
一
「
禁
碑
」
(
『
断
硯
集
b

ニ
玄
社
、

一
九
八
五
〉
に
詳
し
い
。
ま
た
、
庇
一
元
「
北
碑
南
粘
論
」
〈
句
研
ゆ
経
憲
一
一
一

( 10 ) 



集
』
巻
二
、
業
問
問
燐
「
晋
ニ
則
」
(
明
記
問
石
い
畿
二
〉
、
鵡
超
「
翠
志
淵

源
」
(
「
文
史
い
一
二
、
中
静
器
局
、
一
九
人
一
一
一
〉
、
中
間
勇
次
郎
「
中
間

の
謀
詑
い
(
『
中
出
身
次
郎
著
作
集
』
一
一
、
ニ
玄
社
、
一
九
人
間
〉
な
ど
に

も
言
及
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
黙
と
器
碑
、
訣
と
禁
碑
の
関
連
に
つ
い
て
は

林
容
奈
「
謀
説
六
都
の
訴
に
つ
い
て
」
〈
「
日
本
中
国
学
会
報
」
四
五
、
一

九
九
三
〉
に
詳
し
い
。

(
時
〉
た
だ
し
蒋
葬
を
命
じ
た
の
は
暫
換
が
最
初
で
は
な
い
。
楊
樹
逮
『
漢

代
婚
喪
礼
俗
考
』
(
商
務
印
議
鶴
、
一
九
三
一
一
。
影
印
本
は
上
海
文
芸
出

版
社
、
一
九
八
人
〉
、
及
び
楊
鴻
年
『
漢
税
制
度
殻
考
』
(
武
漢
大
学
出
版

社
、
一
九
八
五
〉
に
よ
れ
ば
、
前
棋
の
成
帝
の
永
始
四
年
ハ
前
二
ニ
〉
を

最
初
と
し
て
、
多
く
の
仰
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
後
漢
の
安
帝
の
永

初
先
年
三

O
七
)
九
月
の
認
に
は
、
「
雄
知
脊
修
、
無
作
浮
巧
之
物
、
弾

財
厚
葬
。
」
と
あ
る
。
ま
た
両
惑
に
は
、
著
移
の
風
潮
に
抗
し
て
簿
葬
を

遺
言
し
た
後
漢
の
奨
宏

(
?
J
五
一
)
、
越
容
、
梁
遵
ら
の
併
も
引
か
れ

て
い
る
。

(
け
は
)
円
鋭
志
』
巻
五
、
文
徳
郭
皇
后
伝
に
、
文
帝
の
皇
士
市
で
あ
っ
た
郭
一
応

が
、
姉
の
子
で
あ
る
一
五
武
を
彼
の
母
の
葬
犠
に
際
し
て
戒
め
た
次
の
言
葉

が
見
え
る
。
「
自
喪
鈍
以
来
、
境
基
無
不
護
掘
、
皆
由
厚
葬
也
、
首
陽
陵

可
以
潟
法
。
」

(
河
川
)
『
郷
土
山
』
巻
二
二
、
本
伝
。

(
日
)
『
貌
士
山
』
巻
二
問
、
本
伝
及
び
察
法
引
『
楚
国
先
賢
伝
b
o

(
立
〉
嘉
登
山
』
巻
二
一
一
一
、
本
倍
。

ハ
国
)
『
説
志
』
巻
二
回
、
本
缶
。

(
国
〉
『
貌
士
山
』
巻
二
六
、
本
伝
の
袈
注
引
『
貌
略
』
に
、
「
汝
南
開
其
死

也
、
悲
之
、
叉
就
居
対
立
碑
銘
。
」
と
あ
る
。

ハ
却
〉
本
文
は
吋
隷
釈
恥
記
拠
り
、
『
金
若
古
文
』
を
参
照
し
た
。
な
お
、

こ
の
碑
文
に
つ
い
て
業
突
哲
吋
金
石
録
綿
統
政
』
巻
四
は
、
一

t
k

漢
人
立
碑

之
濫
、
施
晴
子
髭
税
、
禁
中
郎
接
、
実
満
旅
年
十
五
蔵
、
胡
根
年
七
歳
、
如

盛
亦
年
十
帯
二
、
市
袈
謡
〈
之
詞
、
比
擬
非
倫
。
」
と
批
判
し
て
い
る
。

〈
幻
〉
曹
植
の
友
辞
及
び
そ
の
後
の
友
辞
の
推
移
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
前

掲
の
拙
稿
「
英
辞
考
」
参
照
。
ま
た
、
唐
代
に
祭
文
が
謀
や
友
辞
の
役
割

を
扱
収
し
て
い
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
加
酪
理
一
郎
「
唐
代
祭
文
小
考

i
李
鴎
隠
を
中
心
に

i
」
〈
筑
波
大
学
外
国
語
セ
ン
タ

i
「
外
国
語
教
育

論
集
」
一
問
、
一
九
九
二
〉
に
詳
し
い
。

(
北
海
道
教
育
大
学
〉
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